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地域の特性を活かした生活拠点が結ばれ、
安全に安心して暮らせるまちづくり

まちづくりの
目 標

　次の八つの分野で、それぞれ基本的な考え方
と方針を定めました。

▼ 土地利用の方針　良好な地域環境確保のため、
土地利用の規制誘導に取り組むとともに、土
地利用や建築状況等の変化が見受けられる場
合には、必要に応じて見直しを検討し、環境
と都市機能の活性化が調和した適正な土地利
用を進めます。

▼ 施設整備の方針　地域の特性を活かした公園
等の整備、充実に取り組むとともに、観光資
源のネットワーク化、ＰＲの展開等による利
用促進に取り組みます。

　 　地域の水環境の保全を図るため、下水道施
設の整備、適切な維持管理に取り組むととも
に、地域と連携して親しみのある水辺空間の
確保、利用促進に取り組みます。

　 　都市活動の維持、向上を図るため、公共施
設等の適切な維持、充実に取り組みます。

▼ 拠点整備の方針　中心・地域・生活拠点の充
実に取り組むとともに、若い世代の移住、定
住等にも取り組みます。

▼ 景観形成の方針　本市の地形や歴史、伝統、
文化、生

なり
業
わい
が生み出す固有の風景を、市、市民、

事業者が協働で守り、育て、良好な景観の保
全形成を図ります。

▼ 防災の方針　自助、共助、公助による災害対
応、防災減災に対する市民意識の高揚や取組
みを継続するとともに、災害に強いまちづく
り、都市基盤整備に取り組みます。

▼ 地域環境形成の方針　コウノトリと共に生き
るまちづくり、山陰海岸ジオパーク等の地域
資源を活かしたまちづくり、環境と経済の共
鳴が広がるまちづくりに取り組みます。

▼ 交通網の方針　広域交通基盤の整備による観
光振興、交流促進、物流効率の向上等に取り
組みます。また、高齢化社会に対応した交通
網の維持、充実に取り組みます。

▼ コミュニティの方針　市民の生活圏における
地域振興や地域福祉、地域防災等の活動に、
市と地域が協働で取り組みます。

　地域特性を発揮する６地域に区分し、地域づ
くりの方針を明らかにしています。

■ 豊岡地域－活力ある都市の中心地として、多
様な世代が魅力を感じる地域づくり

　安全で安心して暮らせる住環境や、にぎわい
のある市街地を形成するとともに、歴史のある
町並みの保全、水と緑の保全と活用に取り組み
ます。
■ 城崎地域－歴史と文学、芸術のある温泉街を
活かした地域づくり

　温泉街の魅力向上や、世界中から人が集いに
ぎわう地域の形成、利便性の高い都市基盤の充
実、湿地等の自然環境の保全と活用に取り組み
ます。
■ 竹野地域－海、川、里、山の繋

つな
がりが感じら

れる地域づくり
　川

かわ
湊
みなと
の魅力向上や、公共交通の維持と利用促

進、利便性の高い都市基盤の充実、山や川、里
の恵みを活かした地域の活性化に取り組みます。
■ 日高地域－自然と芸術を活かした魅力あふれ
る地域づくり

　歴史、芸術、文化、交通利便性を生かしたに
ぎわいの創出や、観光、レクリエーション資源
を活かした地域活性化、住民主体の地域の魅力
向上に取り組みます。
■ 出石地域－歴史ある城下町に、より一層磨き
をかけた地域づくり

　歴史的な町並みを活かした地域の魅力向上や、
安全で安心して暮らせる地域環境の創出、利便
性の高い都市基盤の充実、災害に強い農山村集
落環境の創出に取り組みます。
■ 但東地域－自然に囲まれた環境を活かした地
域づくり

　自然を活かした地域の魅力向上や、公共交通
の維持と利用促進、歴史や伝統を生かした地域
活性化、安全で安心して暮らせる農山村集落環
境の創出に取り組みます。

 全体構想（分野別方針の基本的考え方） 地域別構想（地域別の将来像と目標）

クローズアップ豊岡
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おおむね10年後のまちづくりの方針
岡市都市計画マスタープランを策定しました豊

　本市の現状やまちづくりの動向から、まずは
地域コミュニティ単位で地域特性を活

い
かしたま

ちづくりを目指し、次に六つの地域単位のまち
づくりを段階的に進めていきます。
　地域コミュニティの29地区を生活拠点、五つ
の振興局周辺を地域拠点、市全体の中心である
豊岡市街地部を中心拠点として、これらの各拠
点が幹線道路網、公共交通網でネットワークさ
れる都市構造を目指します。

《豊岡市都市計画マスタープランの構成図》

　本市の基本構想に掲げているまちの将来像お
よび長期目標を、都市計画の観点から具現化す
るために、まちづくりの考え方を、次の三つの
視点で捉え、まちづくりを進めます。

■三つの視点
〇自然や環境と共生する
〇伝統文化、コミュニティを継承する
〇地域の特性（形成過程）や多様性を尊重する

　平成20年に策定した豊岡市都市計画マスタープランを見直し、新しい都市計画マスタープラ
ンを策定しましたので、その概要をお知らせします。
　このマスタープランは、都市計画法に定められる「市町村の都市計画に関する基本的な方針」
で、全体構想（土地利用、施設整備、拠点整備、景観、防災、環境、交通、コミュニティ）や地
域別構想について、豊岡らしいまちづくりの方針を定めるものです。地域別構想は市内を６地
域に区分して方針を定めています。対象区域は本市全域とし、おおむね10年後の2028年度が目
標年次です。詳細は、市ホームページ〔ページ番号（1007355）〕をご覧ください。

《問合せ》都市整備課☎23-1712

将来の都市構造

将来像実現に向けたまちづくりの基本方針

安全で豊かな自然に囲まれたまちづくり

地域資源を活かした魅力あるまちづくり

多様な交通手段を活かしたまちづくり

地域のコミュニティを活かしたまちづくり

土地利用の方針

施設整備の方針

拠点整備の方針

景観形成の方針

防災の方針

地域環境形成の方針

交通網の方針

コミュニティの方針

地域別構想

豊岡地域、城崎地域、竹野地域
日高地域、出石地域、但東地域

まちづくりの考え方と視点

全体構想
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